
 
令和３年度 

社会福祉法人 八頭町社会福祉協議会 職員採用試験要項 
 

『令和３年７月１日採用予定の職員を募集します。』 

 
 

八頭町社会福祉協議会では、次のとおり職員採用試験を実施します。 
 
 
１．採用予定人数 
 
（１）正 職 員   １名 

年齢基準      満４５歳以下の方 
     （年齢制限理由）長期継続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定め

のない労働契約の対象として募集・採用するものです。 
募集職種    介護事業の看護又は機能訓練指導 

 
２．受 験 資 格 
  （１）次の要件をすべて満たす者 
      ① 次の資格を有する者 
      看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士 

② 普通自動車免許を有する者 
 

 （２）次のいずれかに該当する者は受験できません。 
   ① 日本国籍を有しない者、 
   ② 成年被後見人又は被保佐人 
   ③ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けるこ 

とがなくなるまでの者 
   ④ 暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加 

入した者 
 

３．採用年月日   令和３年７月１日 
 
４．試 験 方 法   作 文 、面 接 
 
５．試験日・会場 
（１）日時 令和３年６月６日（日） 

受 付 ９時００分～９時２５分 
        試 験 ９時３０分～ 
 
（２）会場 八頭町社会福祉協議会 本所 
       鳥取県八頭郡八頭町宮谷２５４番地１（郡家老人福祉センター内） 

  
 



（３）日程 
試験の種類       時間（予定） 
 
作    文 

  個 別 面 接 
  

    
９：３０～１０：３０ 

 １０：５０～ 
 

 
６．募集期間・方法  
 （１）募 集 期 間     令和３年５月１日（土）～令和３年６月２日（水） 

（受付時間 ８：３０～１７：３０、日曜日を除く） 
 

（２）提出書類 
①職員採用試験申込書  １通（本会所定のもの） 

   ②写真         ２枚（縦４㎝・縦３㎝、上半身無帽、裏面に氏名を明記し、

1 枚を上記の①に貼付。） 
   ③試験結果通知用封筒  １通（市販の定型封筒（長３号１２㎝×２３.５㎝）に宛 

名を明記し、８４円切手を貼付） 
   ④普通自動車運転免許証の写し（両面）（ＡＴ限定可） 
      ⑤受験資格要件を満たす資格証の写し 
   ⑥その他         業務遂行上必要又は有益と思われる資格等を有するものが

あれば、各自で判断して写しを提出してください。 
    

※ 上記の提出書類が全て揃っていない場合は、採用試験申込書に記載の携帯電話等に

連絡させていただきます。 
※ 郵送で書類を提出される場合は、受験票送付用封筒を１通同封してください。 

（市販の定型封筒（長３号１２㎝×２３.5 ㎝）に宛名を明記し、８４円切手を貼付） 
 

   ⑦申込用紙配布場所 
    社会福祉法人 八頭町社会福祉協議会 本所 
      ※ 申込書は本会ホームページ（https://www.yazu-syakyo.or.jp）からも 

ダウンロードできます。 
 

（３）提出方法  次の方法により申込んでください。 
方法 申 込 期 間 申込先 
持参 令和３年 

５月１日（土） 
から 

令和３年 
６月２日（水）まで 

日曜日を除く 
午前８時３０分～午後

５時３０分まで 

〒680-0463 
八頭郡八頭町宮谷 254 番地 1 
 社会福祉法人 
八頭町社会福祉協議会  

本所 総務課 
  0858-72-6210 

郵送 期間内必着 

  
７．結果発表 
   受験者の合否については、本人あて文書で通知します。 
 
  注１）受験資格がないこと、又は申込記載事項を偽って記載したことが判明した

ときは、合格を取り消します。 
  注２）採用までに心身の故障により職員としての適格性を欠くに至った場合、又

は職員となるにふさわしくない非行があった場合は合格を取り消します。 



  注３）電話による試験結果についての問い合わせには、お答えできません。 
 
８．給与・勤務条件 
  （１）正職員は、本会の職員給与規程により支給します。 
      大 卒／月額  １７１，７００円（令和２年度実績） 
      短大卒／月額  １６０，１００円（令和２年度実績） 
      高 卒／月額  １５０，６００円（令和２年度実績） 
    ※ 令和３年 4 月 1 日時点（実務経験年数含む） 
    ※ 賞与（期末・勤勉手当）年４.４５ヶ月 
    ※ 諸手当として、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当等をそ

れぞれの要件に応じて支給します。 
      また、他法人等での職歴がある場合は、職歴期間を加算の上、初任給が

決定されます。 
 
  （２）勤務条件 
     本会の就業規則、嘱託職員就業規則により定めています。 
     基本的には次のとおりです。ただし。勤務時間外・休日に勤務する場合が

あります。 
     ア 勤務時間 
       午前８時３０分から午後５時３０分まで 
     イ 休日・休暇 
       【休日】土・日曜日、国民の祝日及び国民の休日、年末年始（１２月

３０日から翌年１月３日まで） 
※勤務場所や勤務形態により、１ヶ月の勤務割当表による勤務  

となります。 
       【休暇】年次有給休暇、病気休暇、特別休暇等 
 
９．その他 

提出された書類の返却はしません。 
 
１０．問い合わせ先 
   〒６８０－０４６３ 
    鳥取県八頭郡八頭町宮谷２５４番地１ 
    社会福祉法人 八頭町社会福祉協議会 総務課 
     電 話：（０８５８）７２－６２１０ 
     ＦＡＸ：（０８５８）７２－２７９３ 
     メール：yazu@yazu-syakyo.or.jp 
 


